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河川河川河川河川協力団体協力団体協力団体協力団体 を募集しを募集しを募集しを募集し     

～ パ トナ ップ 拡充 新しい取 組  ～ 

 

水防法及び河川法の一部を改正す 法律 が 成 月 日に改正さ こ

の中 河川協力団体制度が創設さ ました  

 こ を受け 国が管理す 河川管理区間 ダム湖含む におい 以下の お 河

川協力団体を募集す こ しましたの お知 せします  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福福山山河河川川国国道道事事務務所所  
お知らせお知らせお知らせお知らせ    

福 山 市 政 記 者 ク ラ ブ 

府 中 市 政 記 者 ク ラ ブ 

概 要  

. 河川協力団体 を募集し  

◆福山河川国道事務所及び八田原ダム管理所 管理 河川管理区間 い

河川協力団体 募集を 成 月 日 成 月 日 期

間 行い  

◆募集 福山河川国道事務所 行い  

◆募集及び制度説明等 詳細 い 福山河川国道事務所 ム  

を 覧く い  

. 河川協力団体 い 概要を説明し  

 

 

       ※連絡 い 記問い合わ 先 電話番号へ連絡く い  

 

河川協力団体 制度  

 河川協力団体制度 自発的 河川 維持 河川環境 保全等 関

活動を行う 年PO 町内会等 団体を支援 も  

 河川協力団体 指定し 河川管理者 連携し 活動 団体 し 法律

位置 自発的 活動を促進し う も  

問い合わ 先  

  国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所 

        副  所  長   江角 信良 え  ぶ し  

    担当 調査設計第一課   坂田 重美  し  

        TEL   

 

  TEL  代表  FAX   

  ム  http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/ 



水防法及び河川法 一部 改正す 法律 成 ５ ７月 日施行

河川協力団体制度 創設さ した

河川協力団体制度 概要河川協力団体制度 概要河川協力団体制度 概要河川協力団体制度 概要

■河川協力団体制度 制度

◆ 河川協力団体制度 自発的 河川

維持 河川環境 保全等 関す 活動

行う民間団体等 支援す す

◆ 河川協力団体 し 活動 適正 確

実 行うこ 認 法人

等 対象 河川管理者 対し 申

請 行い す

申請 けた河川管理者 適正 審査

うえ 河川協力団体 し 指定し す

河川管理者河川管理者河川管理者河川管理者

法人又 団体 等

自発的

河川維持等 活動

指定指定指定指定 申請申請申請申請





■河川協力団体 指定さ う変わ

◆河川協力団体 し 活動 適正 確実 行うた 組

河川管理者 河川協力団体 対し 業務 報告 運営改善 命令 指定

消し 公示 す 監督等 行う こ す

た 業務 実施 関し必要 情報提供 指導 助言 行い す

◆法律上 規定さ い 河川協力団体 し 指定さ こ す



■河川協力団体 指定さ こ 変わ

◆許認可等 簡素化

河川協力団体 活動す た 必要 河川法上 許可等 い 河川管理者 協議

成立 足 こ す

・工事等 実施 承認 法第 条 ・土地 占用 許可 法第 条

・土石 外 河川産出物 許可 法第 条後段

・工作物 新築等 許可 法第 条第 項 ・土地 掘削等 許可 法第 条第 項

・権利 譲渡 承認 法第 条第 項 第 条及び第 条後段 許可 係 部 限



※ 河川管理者 河川管理施設 維持 除草等 委託 け こ 可能 す

委託先 い 公募等 適正 手続 経 選択 行う予定 す

現行 法改正後

拡大

地方公共団体 み

委託可能

国土交通省 定 要件 該当す

委託可能



■河川協力団体 指定 主 流

国 直接管理す 直轄 区間

河川管理者 公募

各団体様 申請

申請書類を確認・審査

河川協力団体

指定・通知・公示

主 審査内容 準則

申請 資格 つい

活動 実績 つい

性 公共性 活動姿勢

活動 実施計画 つい

実効性 貢献度 協調性

河川協力団体 指定河川協力団体 指定河川協力団体 指定河川協力団体 指定 いいいい



■今 度 ケ ュール案
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